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司会あいさつ ―――――――――――――――――――――――――――――――――鮎川ゆりか（WWFジャパン）

今日はお忙しいところ、そして雨の中をお集まりいただきまして有難うございます。本日のシン

ポジウムはWWFの「Go for Kyoto」キャンペーンの一環として行うものです。この「Go for

Kyoto」キャンペーンは、8月末から9月にかけてヨハネスブルグで開かれる「持続可能な開発のた

めの世界サミット（WSSD）」の会議に向けて、それまでに京都議定書を発効させる目途をたてよ

うという目的の下、200日前にあたる今年の2月7日に日本で立ち上げたキャンペーンであり、世界

各国で展開されています。150日前の3月28日にはNTT-Xさんと一緒にWEBサイトキャンペーンを

立ち上げたりe-mission55の活動を行ってきました。今日のWSSD 100日前シンポジウムは、京都議

定書を含めた気候変動対策が企業にとってプラスになるという趣旨で企画しました。それでは最初

に開会のご挨拶を環境省地球温暖化対策課課長の竹内恒夫様からお願いいたします。

開会挨拶
環境省地球温暖化対策課課長 竹内恒夫

こんにちは。環境省で温暖化を担当しております竹内と申します。ヨハネスブルグの会議まで100日という

節目となる本日のシンポジウムに、本来であれば大木環境大臣がご挨拶に来るということでございましたが、

環境委員会が昨日からようやく再開し、京都議定書の国内法である地球温暖化対策推進法の一部改正法の審議

が行われている関係で来られなくなり、大変申し訳ございません。今日の午前中に衆議院の外務委員会で京都

議定書の外務委員会での質疑採決が終わったはずです。来週の前半には、京都議定書の承認案件と温暖化対策

推進法の改正案が衆議院の本会議を通過する予定です。ということで当初の思惑通り、ヨハネスブルグサミッ

トの最終日から90日前の6月6日までに、我が国としても京都議定書の締結と国連への寄託ということが可能に

なってきたという状況です。

京都議定書については、90年代の初めからの10年を越す国際交渉の紆余曲折がありましたが、アメリカが入

らなくとも、先進国の中の半分強、世界の排出量の3割を超える国々が批准することで今年中には発効できる

んじゃないかと思います。まだロシアの動向などはっきりしないところがありますが、少なくとも日本もＥＵ

諸国と同時期に締結できる状況になってきたということを、とりあえずご報告申し上げたいと思います。

国会の審議の中では、京都議定書あるいは温暖化対策は両面から質疑される対象になってきました。一つは

本当にこの京都議定書の目標・約束が達成できるのか、いろいろな面で経済的影響があるのではないかという

側面、もう一方はこんな生ぬるい法律、計画で大丈夫なのかと、目標なんかとても達成できないんじゃないか

というようなお話をいただくわけです。

本当に企業にとって京都議定書の目標を達成することがチャンスをもたらすのか、チャンスを失う人も出る

のではないかという話もあります。今日はＷＷＦという環境ＮＧＯと熱心な企業の皆さん方がパートナーシッ

プを組んで取り組みを進めていくわけですが、少なくとも目標を持ってみんなが同じ方向に進むということが

何より取り組みの美しい姿だと思います。目標の無い国というのは所詮技術開発のインセンティブもなければ

何かを変えていくというインセンティブもないわけですから、京都議定書という目標があって初めて、それを

目指した技術開発なり、社会、経済あるいは財政や税制、そういったものの改革が実現できるのではないかと

思うわけです。

2010年のCO2排出量は、今の対策だけですと90年比で約7％の増加となり、目標のマイナス6％までには約

13％の削減が必要になってくるわけですが、考え方によってはさまざまな社会システムや経済システムなど

13％分変更していくことで環境も良くなる、あるいは暮しも経済も良くなるということに繋がるのではない

か、ということを申し上げて開会のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
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司会：ありがとうございました。次に基調報告とし

て京都議定書の経済的効果について湘南環境リサー

チフォーラムの経済アナリスト、室田泰弘様と高瀬

香絵様にお話していただきます。アメリカが離脱し

た中で日本が京都議定書を批准することにどういう

経済的効果があるかについて、昨年ＷＷＦの委託に

よって研究していただきました。その結果は報告書

『京都議定書批准は経済的損失をもたらすか』にま

とめられています。それではお願いします。

■分析テーマと手法

本日はいまご紹介がありました、昨年6・7月に

行った分析の内容を中心にお話させていただきま

す。昨年、アメリカのブッシュ大統領は、京都議定

書批准によってアメリカ経済がマイナスの影響を受

ける、中国・インドに削減義務がないのはおかし

い、そして削減目標は科学的根拠に基づいていな

い、このように主張して京都議定書を離脱したわけ

です。我々は、この1番目の京都議定書批准によっ

て経済がマイナスの影響を受けるという論点に絞っ

て分析いたしました。

過去の日本においては、エネルギー価格の上昇に

応じて技術革新が起こった結果、国際競争力のある

機械産業、例えば自動車産業が育ってきたという歴

史的経緯があります。この研究では、エネルギーの

価格上昇をそのままコスト増として経済的な制約と

する「受身ケース」をまず設定しました。これはい

わゆる、アメリカが離脱して日本が京都議定書を批

准したときにいわれているケースです。それに対し

て制約に応じるための技術革新が起こる「革新ケー

ス」を設定し、その２つを比較して京都議定書批准

による経済的影響の検討を行いました。

分析の手法は、応用一般均衡モデルとして世界で

広く使われているGTAP（Global Trade Analysis

Project）を利用しました。いろいろな地域分割・

産業分割ができますが、分かりやすいように、アメ

リカや日本など８地域と、機械やエネルギーなど９

部門に分けて分析を行いました。さまざまな財の貿

易が考慮できるようにもなっています。分析のフロ

ーとしては、経済政策の変更があったときに相対価

格の変化そして各経済主体の行動の変化が起こり、

それが産業構造、資源配分、所得配分などに影響す

る。このような計算フローが入っております。基準

面のデータを均衡と仮定しまして、そこからの政策

による変化を見る比較静学分析の手法を用いていま

す。

このようなGTAPというツールを使いまして、ど

ういうふうに分析をしたかといいますと、基準デー

タに対してまず「受身ケース」。これは日本だけに

20％の追加的エネルギー税を課すというケースで

す。かなり厳しい仮定なんですが、分析のフローを

明確にするためにこのような単純かつ厳しい仮定を

取りました。そして「変革ケース」は、受身ケース

に加え、受身ケースでエネルギー税が掛かったのに

対しそのままではなくてそれに対応しようと技術革

新が起こったケースというふうに設定しました。

これをフローで見ていきますと、1番目の受身ケ

ースの場合は、エネルギーの消費コストが上がると

経済効率が低下して、経済の低下につながるという

ようになります。一方の変革が行われる場合は、エ

ネルギーの消費コストが上がって同じような影響が

出た時に資源節約的生産構造へのシフトが起こり、

その結果、経済効率は逆に上昇する、というフロー

です。算出結果に対して産出の上昇が期待されるわ

けですが、これはモデル計算を試したというところ

です。

■制約をチャンスに――ホンダの例

制約に対して過去日本の機械産業がどのように制

約をチャンスに変えて発展してきたかという一例を

ご紹介したいと思います。ここでは日本の自動車メ

ーカーであるホンダとアメリカ市場を例にとってお

京都議定書の経済的効果

湘南環境リサーチフォーラム 室田泰弘／高瀬香絵

基調講演
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話します。

1970年代は、アメリカ市場にとって日本車は「ガ

ラクタ」同然と見られていた時代でした。ところ

が、マスキー法が制定されたのに対してホンダはい

ち早くCVCCエンジンを開発して規制をクリアす

る、さらにオイルショックが起こった時に、CVCC

などの技術を使って低燃費車の開発を行いました。

このようなオイルショックですとかマスキー法とい

う制約をホンダはチャンスに変え、アメリカ市場の

小型車ブームに乗って1982年には「ガラクタ」を作

っていたはずのホンダがオハイオ州に工場を持つに

至ったわけです。そして90年にはホンダのアコード

が全米の売上トップになるという歴史がありまし

た。

どういうことかといいますと、制約に対して技術

で乗り越えることで付加価値を与えて発展のきっか

けとしてきた、そのような歴史と解釈できると思い

ます。この付加価値を加えてきたというのを実際に

データで見てみます。日本の機械産業の付加価値率

を回帰分析してみますと、原油価格が上がること

で、日本の機械産業は付加価値率を上げて対応して

来た、という関係があります。

■変革ケースで日本のGDPは1％上昇

そこで先ほど受身ケースと変革ケースを言葉で説

明いたしましたが、変革ケースを具体的にはどのよ

うに設定したかといいますと、変革の表現として機

械産業の付加価値率を上昇させる、過去起こったこ

とですが、こちらをモデルに採用いたしました。

さて、その結果を、まずわかりやすくGDPへの

影響から見ていきたいと思います（右図）。左側が

受身ケース、右側が技術革新が起こることを仮定し

た変革ケースです。受身ケースの場合、アメリカが

主張していたように、アメリカの経済的利益は上が

り、52億ドル、約0.1％程度のGDPの増加があり、

日本は約0.1％程度のGDPのマイナスがあると。従

来型の分析となります。受身ケースではCO2削減は

経済的損失という結果になりました。

これに対して我々の設定した変革ケースを見てみ

ますと、アメリカは逆にGDPが約1％のマイナスに

なり、日本は逆にGDPが増えます。約1％の増加で

す。日本がCO2削減に応じたエネルギーコスト上昇

に対して、受身ではなくて技術革新を行うならば、

日本の経済は拡大、アメリカ経済は縮小する、この

ような結果となりました。

受身ケースの結果を簡単にご説明しますと、日本

でGDPは0.1％下がりました。物価は、エネルギー

はかなり上がりますが、エネルギー以外は景気が縮

小すると下がり、全体としては0.4％の物価上昇と

なります。経常収支は輸入全般が下がりますので黒

字が拡大しました。アメリカのGDPは0.1％の増加。

物価は、好景気になりますので0.8％上がる。輸入

が上がり輸出が下がるということで貿易赤字が拡大

しました。また、各業種の生産額では、日本は国内

需要が減少しまして、機械・サービスは上がります

が、それ以外のエネルギーや「その他製造業」を中

心に生産が下がります。アメリカの場合は、エネル

ギー・サービス・その他製造が少し生産が上がりま

す。

そして大切なところですが、日本のエネルギー消

費額は9％減少しました。

変革ケースは、技術革新によって制約をチャンス

としていった場合です。日本でGDPは1％程度増加

し、物価は、エネルギーでは上がり、その他の部門

も好景気によって上がりますが、技術革新により、

機械などでは下がり、全体で0.7％の上昇にとどま

りました。経常収支は好景気により輸入が拡大し黒

字が縮小します。そして機械産業の輸出がかなり増

えます。一方、アメリカのGDPは約1％減ります。

物価を見ますと全体としては不景気で0.8％の下落

ということです。経常収支は、機械が日本からのほ

うが安いものですから輸出がどんどん下がります

が、その他の輸入も下がるために赤字が縮小しま

す。生産額を見ると、日本は機械がかなり上がって

アメリカ市場に食い込み、アメリカは機械が大幅に
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下がるという結果となりました。

日本のエネルギー消費額は11％の減少です。先ほ

どの受身ケースより多いエネルギー消費の減少です

が、これは産業構造の脱エネルギー化が進んだ結果

だと捉えられると思います。

ここでちょっと興味深いデータをご紹介します。

アメリカのエネルギー産業と機械産業の州別の

GDPランキングです。石油・石炭産業では1位がテ

キサス、2位がルイジアナとなっています。ご存知

の通りブッシュ大統領はテキサス州出身ですが、先

ほどの分析では、アメリカが京都議定書を離脱する

ことでエネルギー産業はわずかながら生産額が増え

るという結果でした。それに対して機械産業は、日

本が制約をビジネスチャンスとするならばアメリカ

は大きな打撃を受ける、という結果だったわけで

す。ここで興味深いのは、テキサス州が機械産業の

2位に入っていることで（1位はカリフォルニア）、

ブッシュ大統領はこのことに気づいていらっしゃる

のかどうかというのが興味深いところです。

我々の分析をまとめますと、過去日本の機械産業

では、エネルギーの価格上昇に応じて、エネルギー

節約的な技術革新が起こってきたということが確認

できました。このような歴史的に見られたエネルギ

ー節約的な技術革新を想定しない、いわゆる従来型

の分析の場合、日本はCO2削減によって経済的損失

を受けるという結果になります。しかし、技術革新

を想定したケースでは、日本はCO2の削減によって

逆に経済的利益を受け、アメリカは経済的損失を受

けるという結果でした。アメリカ国内では機械産業

が打撃を受け、一方で石油産業は利益を得るもの

の、そちらの利益は比較的小さい。

■本当の「産業空洞化」とは何か

よく御質問いただくのは、そのような脱エネルギ

ー化の産業構造によって産業が空洞化するんじゃな

いかと、そこを日本の産業界は心配している、とい

うことです。温暖化対策によって産業は空洞化する

のかというお話をする前にまず、産業の空洞化とい

うのは一体何なのかというのをご確認いただきたい

と思います。

過去、繊維産業、鉄鋼産業、電気機器、自動車と

いうように、さまざまな輸出のリーディング産業が

出てきては成熟し、そして海外移転をし、という中

で、日本のGDPは上がってきました。それに対し

て円は高く評価され、今は付加価値の高いものを生

産する国として生きていかなければならないという

ふうになっているわけです。しかし右肩上がりにき

たGDPが90年代後半にきてかなり停滞し、これが

不景気といわれているわけですが、そこで産業の空

洞化というようなことが心配されたりするわけで

す。

ここで実際に何が問題かというところを考えてい

ただきたいんですが、リーディング産業としては、

繊維に始まり、鉄鋼、船舶、さらにテレビ・ラジオ

など電気製品が続き、自動車が来た、というところ

で終わっているんですね、その次が出てきていない

というのが日本の本当の愁うべき空洞化なのではな

いかと考えるわけです。繊維や鉄鋼産業が成熟して

いって、円が高く評価されるとともに海外へ付加価

値の低い生産を移転していく、というのは自然の流

れであって、問題なのは次の産業が出てこないこと

なのではないかと考えております。

「次の産業」と申し上げましたが、そちらが育っ

た例といたしまして、アメリカのIT関連企業が挙

げられるかと思います。マイクロソフトとシスコの

売上額の推移を見ると、10年、20年という期間で売

上3兆円の企業に成長しています。ちなみに3兆円

というのは新日鉄の売上額に匹敵する額です。こう

した産業が10年、20年で次の産業として育成され

てきたということです。

繰り返しますが、日本の産業はこれまで制約をチ

ャンスにすることで成長してきました。日本の機械

産業はそうした実績を持っています。ここで真に恐

れるべき空洞化とは、この温暖化という制約、地球

に課せられた制約をチャンスとして捉えずにそれを

見逃してしまうことなのではないでしょうか。空洞

化を恐れるというような議論をするのであれば、国

際競争力を失った製品の国内生産に固執することよ

りも、次の産業を育成することではないかと考える

のが自然なのではないかと思います。以上で発表を

終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。
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司会：次にe-mission55に話を進めたいと思います。

e-mission55とは、京都議定書発効を支持する企業

の署名を集める運動です。昨年アメリカのブッシュ

政権が京都議定書から離脱したのを非常に危機的な

状況と捉えて、ヨーロッパから発信されたもので、

WWFジャパンも取り組んでいます。日本では現在、

25社──リコー、キヤノン、京セラ、宝酒造、セ

イコーエプソン社などから署名をいただいておりま

す。今日は、その中から富士ゼロックスさんとナッ

トソースジャパンさんに企業の取り組みと京都議定

書について、お話ししていただきます。

それでは富士ゼロックスのエコロジー＆セーフティ

推進部部長の笹原様より発表をお願いします。

ご紹介いただきました、富士ゼロックスの笹原で

ございます。我々富士ゼロックスがこの京都議定書

を支持するという署名をいたしましたのは、ちょう

ど去年の今ごろだったと思います。実はWWFさん

から是非署名に参画をというご提案をいただき、ち

ょうどそのころ、我々は環境基本戦略というのを作

っておりまして、CO2削減の温暖化対策に関しては

京都議定書を守ることが最低限だと決めておりまし

たので、我々としては当然京都議定書に賛同し署名

したいということで進めてまいりました。

ところがアメリカが京都議定書を離脱してしまっ

た。私どもの会社は2つの親会社があって、1つはア

メリカのゼロックスコーポレーション、1つは富士

写真フイルムです。我々としてはもう決めたんです

けれども、アメリカが離脱をしたのに富士ゼロック

スだけが宣言しちゃっていいのかどうかということ

で、実はゼロックスコーポレーションのトップへお

伺いを立てることになりました。それですぐ返事を

いただいて、富士ゼロックスの考えでやってくださ

いということで了解をいただきました。また、そう

いうことに関してゼロックスコーポレーションとし

ても非常に興味があるし、なるべく前向きでやって

いきたいので、いろいろな情報は是非下さいという

形で了解を得ました。一方富士写真フイルムです

が、環境に関する重要事項は、ポリシーマターとし

て、富士写真フイルムの承諾を得ることになってお

りますので、富士写真フイルムへ確認をしました。

富士写真フイルムのトップの了解も得まして両方の

親会社の了解を得て、ようやく署名させていただき

ました。ということで我々こういう形でこの活動に

賛同させていただいて一緒に活動させていただいて

おります。

■環境負荷軽減に向けた基本戦略

では、その京都議定書の目標を達成するためには

我々富士ゼロックスがCO2の削減にどんな形で取り

組んでいくのか、今日はご説明したいと思います。

20世紀は大量生産・大量消費・大量廃棄の時代で

あり、社会的効用に平行して、環境負荷もどんどん

増えてきたわけです。これを21世紀から持続可能な

社会にしなければいけないということで、社会的効

用を止めることはできませんので、環境負荷をずっ

と減らさなくてはいけないということです。という

ことは我々企業にとって、売上や利益はどんどん伸

ばさなくてはいけないけれども、環境負荷は下げな

ければいけない。利益を環境負荷で割った環境効

率、これを一挙に上げていかなければならないんじ

ゃないかということになります。特に地球温暖化の

問題、資源枯渇の問題、化学物質の問題、この３つ

の問題は非常に大きな問題になるので、これらへの

取り組みはこれからの大きな課題であると認識して

おります。

そこで我々富士ゼロックスグループは基本戦略を

作ることになりました。基本戦略には３つの柱がご

ざいます。まず１つは環境効率を達成するために、

CO2を徹底的にどうやって減少させていくかという

ことです。いろいろ検討したんですが、我々の活動

富士ゼロックスの取り組み

富士ゼロックス株式会社　エコロジー＆セーフティ推進部 笹原 彬

京都議定書を支持する企業の署名　e-mission55
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を循環型にしなければ、大きな成果が得られないと

いうことで、私どもは機械のリサイクルという形で

ハードウェアの循環をやっております。そして実際

の事業におけるさまざまな活動において徹底して循

環型でやっていきましょうということです。

それから我々はお客様に商品やサービスをお届け

しているわけですが、やはりお客様のところでの環

境負荷の軽減ということにもぜひ貢献していきたい

ということがあります。3つめは、これらを強力に

推進するために、当然ながら環境経営の基盤がどう

しても必要になります。この3つの柱を立てて基本

戦略としております。

環境をやると企業は儲かるかという議論がありま

して、我々は実際に儲かるということを示すことが

できるんですが、我々の目指すところは、やはり環

境と経済の両立ですね。両立というよりはこれをや

ることによって逆に利益が上がるという形で行っ

て、環境経営のトップ企業を目指すというのが我々

の戦略です。環境経営の指標に売上高を環境負荷で

割った値を用い、持続可能な社会、地球が持続可能

になるために、いろいろな文献を調べまして、2050

年を想定してみると、やはり環境効率を2010年に

2000年の2倍にしていかなければいけないというこ

とになります。我々の行動計画、3年計画の最終年

2004年には2000年の1.3倍の環境効率でやらなくて

はいけないということです。

しかし売上高が伸びれば許容できる環境負荷も変

わりますので、この環境効率さえ達成すればいいと

いうのではなくて、やはり、先程申し上げました地

球の温暖化、資源の枯渇、そして化学物質の問題、

これらについてはちゃんとした定量的な指標を定

め、これを最低限守ろうじゃないかということで、

環境パフォーマンス指標を設定しております。CO2

につきましては、最低限が京都議定書の目標値で

す。実は2000年に1990年に対して我々はすでに

13％のオーバーになっておりますので、それを早急

にマイナスにしなければいけない。2000年に対して

2004年に6.8％、2010年には17％の削減を達成する

ことによって、京都議定書でいう2008～12年に6％

削減しなさいというところをクリアできるわけで

す。資源枯渇に関しては、新規の物質の投入を年

3％削減、それから化学物質に関しては今法規制が

いろいろされていまして、有害物質の削減または撤

廃をしなければいけません。そうした法規制よりも

2年、3年前倒しでやっていこうということです。そ

れから我々の企業活動に関しては工場等で排出され

る汚染物質を2000年に対して40％削減していこう

という目標を定めて活動をしております。これが

我々のこれからやっていく活動になります。

■事業活動のライフサイクルごとに対応

実はCO2の削減に関しては京都議定書の数字より

も、環境効率を達成するのが難しいのです。という

のは不況で売上の伸び率が非常に小さくなっている

ため、想定している伸び率が非常に低い値なので、

環境負荷を大きく下げないと環境効率が達成できな

いということです。

ではどんな形でやっていくかということですが、

単にCO2といっても、我々の事業では排出の過程が

部品製造時、画形材製造時、事業活動時、お客様使

用時、物流と分けられます。それで、我々はこの環

境負荷の提言をライフサイクルで見ていこうと、

LCA的な見方で環境負荷を捉えて手を打っていこ

うということでやっております。ISO14000で会社

がどのくらいCO2を出すかというのは、上の分類で

は事業活動時、ここで電気をいくら使っていると

か、ガスをどのぐらい使っているか、そういうもの

を換算してCO2がどのくらい出ているというもので

した。しかしライフサイクル全体をLCA的に見る

と、やはりお客さまのところとか物流とかも含まれ

る。それから、主に複写機とかプリンターとかはア

ッセンブリーですので部品を購入して使いますが、

これは外部です。この部分にも手をつけることが必

要になります。

まず従来の事業活動時のCO2削減活動をご紹介し

たいと思います。照明は省エネ型に変えています。

ボイラーの燃料も重油から灯油、灯油からガスへと

転換してCO2の削減を計っています。それから、

NAS電池を導入して年間292万kWぐらいの電力を

セーブしています。これは神奈川県の海老名工場で

導入しています。それから海老名工場では太陽光発

電システムがあり、工場の屋上にパネルをずっと張

り巡らして太陽光で発電をしておりますが、これが

年間で8～10万kWくらいです。ですから海老名工

場全体の消費からすれば大したことではないんです

が、これは新エネ大賞をいただきました。また、氷
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蓄熱システムの導入もあります。こうした活動によ

って、生産原単位比率で2000年度には96％達成し

ました。それで、今回目標を絶対値に変えて2010年

に17％にしようということでやっていきますが、こ

のままでは難しいという状況です。我々の活動の特

に生産に関するところでは、このようなハードウェ

ア的な手を打ってきたわけです。

ところが、NAS電池とか太陽光発電とか、各拠

点に設備を置いてCO2の削減をする手段がもう手詰

まりになってきたんです。そのほかの非常に高価な

のにCO2をあまり削減できないために、投資効果が

全然上がらないような技術を使うわけにはいかな

い。では一体何をやればいいのか、いろいろ検討し

ております。

これまでの投資と風力発電とを比べて、どれだけ

のトン数の削減ができるかを検証してみますと、

2001年度の設備投資額100万円当たりCO2削減量は

年17.2トンという数字に対して、風力発電は29.1ト

ンでした。ということで、そろそろ自分ところだけ

でなく、グリーン電力を購入するというような形で

CO2を削減する手法も使っていかなければいけない

ということで、今年10月に東北で風力発電を１機購

入し、それで賄うと年間170万kWhということにな

ります。

そのほかに、ナットソースジャパンと、もっと苦

しくなった場合を想定して、排出量取引の具体的な

やり方を検討し、我々としてはもうこれ以上やるこ

とがないということになれば排出量取引をいれると

いう形で、この我々の戦略の目標達成のための検討

をしています。以上が事業所系です。

■トナー製造の新技術で35％のCO2削減

次に、製造に関してどうやってCO2を削減するか

の検討に移ります。複写機のトナーを製造するの

に、今まではプラスチックとカーボンを機械的に混

ぜ、それを乾燥させて粉砕し、粉にして作ってきた

わけです。しかしその機械的な方法だと非常に電力

消費が大きい。そこで化学反応による製造、つまり

EAトナー（乳化凝集）の手法で作ると非常に環境

負荷が少なくて済みます。また、トナーの粉はなる

べく丸い方がいいんですが、粉砕したりすると四角

くなってしまう。これも乳化凝集で作りますと丸く

て小さくて非常に効率のいいものができます。

従来の粉砕等によるトナー製造と比べて、EAト

ナーはCO2排出を35％削減することができます。そ

ういうことで、我々が定めている、2004年に10％、

2010年に26％という削減目標、これは京都議定書

よりもかなり厳しい数字ですが、35％削減できれば

26％も達成可能になるというかなり画期的なもので

す。こういう厳しい条件を付けられても、今までや

ってきた方法を全く変えた新しい技術で新しいこと

が起こるんです。ほんの1％2％ということじゃなく

て、こういう大きな改造をやはり企業はやらなくて

はいけないと思います。

これは一方、CO2の削減だけではなくて、非常に

粒が小さくて紙の上に均一にのりますので、画質が

非常によくなります。また、非常に乗りがいいの

で、紙の上に乗らないで残った回収トナーも少なく

て済み、そういう意味で資源の節約にもなる。これ

はコストが安くなるということなんです。というこ

とは儲かるということです。だからそういう意味で

環境と経済というのは相反するものではないという

ことです。

我々は、随分前から複写機をリサイクルして使っ

ています。部品を材料に戻して、それからまた加工

してやると、そこでまたエネルギーがかかりますか

ら、なるべく、部品はそのまま使うようにする。こ

れを我々はクローズド・ループ・システムといって

ますけれども、要するに部品の再利用ということを

心がけています。昨年は今ある部品点数の55％を再

利用しました。

同じ物の新造機とリサイクル部品を使ったものと

を比べますと、CO2の発生量は20％近く抑制できま

す。新たに資源を使いませんから資源の投入も防げ

ますし、部品を組み立てたりする工程が全部省けま

すのでコスト的にも安くできるということと、あ

と、資産を新たに購入する必要がないので総資産利

益率という財務指標も上がる。これも先ほど言いま

したように環境と経済は両立するという例です。

次はお客さまのところのCO2をどうやって下げる

かということですが、CO2に限らず環境配慮型商品

というのは、省エネだけでなく長寿命でなくてはい

けないとか、資源を使わないとかいろいろな条件が

あります。我々はこういう条件を分解し、これに対

して管理特性値をもってきて、3年後、5年後にはこ

の管理特性をどのくらいにしなければいけないかと
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■排出量取引のメカニズム

皆さんご存知のことだと思いますが、京都議定書

で定義されている温室効果ガス排出目標達成のため

の補完措置の中には、３つのメカニズムがございま

す。その１つがこれからご紹介する国際排出量取引

（IET：International Emissions Trading）、あとは

プロジェクトベースのもので共同実施（JI：Joint

Implementation）、これは先進国間でのプロジェク

ト、排出削減プロジェクトから出てくるクレジット

を使っていこうというシステムです。もう１つがク

リーン開発メカニズム（CDM：Clean Develop-

ment Mechanism）とよばれるもので、これは先進

国が途上国でプロジェクトを行って、そこから創出

される削減量を、この「京都メカニズム」として使

っていくというものです。

この「京都メカニズム」の中で、創出される排出

削減量は４つのユニットが決められており、まず１

つがAAUs（Assigned Amount Units）。これは先

進国の初期割当量で、いわゆる「排出枠」といわれ

るものです。あとCERs（Certified Emission

Reductions ）とよばれるもの、CDMプロジェクト

（クリーン開発メカニズム）から創出されるユニッ

トです。そしてJIプロジェクト（共同実施）から創

出されるERUs（Emission Reduction Units）。もう

１つが、マラケシュで初めて創設されたもので

RMUs（Removal Units）。こちらは先進国での吸収

源から創出されるユニットです。このすべてが先ほ

どのIET（国際排出量取引）の対象となり、すべて

が互換性があるということです。

下図は排出量取引のメカニズムを簡単に図式化し

たものです。実際は国の総排出量というのは、初期

割当量と獲得したCERs、ERUs、RMUs、それと排

出量取引で獲得したユニットまたは変換したユニッ

いうことで技術開発をして、製品を開発をしており

ます。

我々は3年続けて省エネ大賞をいただいておりま

して、昨年いただいたDC505、605、705は、前任機

に対して53～65％のCO2の削減ができております。

ということで、お客様が導入されればお客様のとこ

ろのCO2削減ができますという商品をお届けしてい

るわけです。

今まではCO2の削減というと生産工場でやってい

る活動のCO2を下げようということでしたが、皆さ

んにご紹介しました我々の戦略では、生産事業所だ

けでなく、販売とか本社事業所とか、そういう非生

産事業所でもCO2を下げようということです。電気

は昼間は消すとか、エアコンを1度下げるとかいう

ことを徹底すれば何千万という費用の削減ができま

す。企業活動のライフスタイルを全体的に見てCO2

の削減をやるということで、今のところ2004年まで

はなんとか行きそうです。しかし2010年以降はどう

なるかといいますと、なかなか難しいかと思いま

す。そういう意味では、厳しい京都議定書をてこに

してブレイクスルーするような新しい技術とかビジ

ネスによって、これをクリアしていこうということ

です。以上です。

排出枠取引の可能性

ナットソースジャパン株式会社 春田五穂

京都議定書を支持する企業の署名　e-mission55
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トの合計で、これがプラスになるかマイナスになる

かはその国次第です。図にあるのはＸ国とＹ国とい

うことで、これは両方とも先進国なのですが、まず

Ｘ国の方を見ていただきますと、初期割当量に対し

て実際の排出量の方が少ないため、余剰が生まれま

す。ですがＹ国を見ますと排出量に対して初期割当

量が少なく、排出が超過しているわけです。そこで

X国の余剰枠をＹ国へ取引を通して引き渡す。これ

が排出量取引のメカニズムです。排出量取引の結

果、排出枠の出し手側が移転、受け手側は獲得とよ

ばれております。

■排出量取引の効果と問題点

排出量取引でどういう効果があるか。やはりコス

ト効果に尽きると思うのですが、国や企業で限界削

減量に向けていろいろ対策をして、排出削減ができ

る費用というのはそれぞれ違うわけです。それを排

出量取引では平準化できるというところが大きな特

徴です。いわばより安い価格での削減を促すことが

できる。ひいては持続的発展というものにつながる

ということで、かなりコスト効果の高い排出削減で

あるといえます。

もう１つ、これは大きなところだと思うのです

が、必要以上の削減にはインセンティブを与えるこ

とができる。これは国の制度にもよりけりなのです

が、例えば先ほどのゼロックス様のように自社で決

めて削減されて、目標を持たれてやるというとき

に、目標をクリアするだけでなく、クリアすること

によって削減量に対して金銭的なインセンティブが

設けられる、というような効果があると思います。

ただ単にその枠を取引するということではなく、そ

のバックグラウンドとしては、どこかで削減行為が

なされているわけです。本質的にはよその場所で削

減が行われたものを取引の対象としているというこ

とです。もちろん補完的な措置ですから、自社対策

や自国での対策というのがまずありきなのですが、

それだけでは技術的あるいはコスト的にうまくいか

ないということになると、それは京都議定書の出し

た持続的発展の概念とは相反することになると思い

ます。そういった中で柔軟的措置として排出量取引

がある。キャップ・アンド・トレードとよく言われ

ますけれど、キャップだけだとこれは経済統制とか

そういったものにつながると思うんですけれど、

「トレード」がつくと、かなり意味合いが変わって

くる、というふうに考えております。

いいことづくしではなくて、問題点というのもも

ちろんあります。それは初期割当から自動的に排出

余剰枠が出た場合です。例えば90年から経済が停滞

し、ロシアで言われるところの「ホットエア」、こ

れにも価値が出てしまうということです。これに対

してコミットメント・ピリオド・リザーブ（約束期

間リザーブ）と申しまして、排出量取引において、

先進国が枠を売りすぎて約束期間終了時に目標値を

達成できないという状況になることを防ぐことを目

的とした制度です。ロシアや東欧の国々を対象とし

ているわけですけれど、内容としては初期割当量の

90％ないしは報告される直近の排出量の5倍、5年

間ですから5倍、これの少ないほうということです。

例えば日本だと90年の排出量に6％マイナスですか

ら0.94をかけてやる。これに５年をかけて、それの

90％。これを保持しなければいけないと。ロシアで

したらおそらくは直近の報告排出量に５倍をかけた

ものとなるでしょう。そういう対策でホットエアに

対しても制約が設けられておりまして、例えばロシ

アの場合、直近に報告した国の排出量は変動するわ

けですが、保持すべき量が下回った場合、気候変動

枠組条約の事務局から通達が来て、その後30日以内

にリザーブ量を回復しなければならない、というこ

とが決められております。

■現在の排出量取引

以上は議定書上の排出量取引についてでしたが、

今でも議定書をまだ発効していない状況で、既に排

出量取引は行われていますが、これがどういったも

のかというのを簡単にご説明させていただきます。

今取引されているものは、すべからくVERs（Veri-

fied Emissions Reductions）とよばれております。

検証された排出削減量ということですが、確かに削

減していますという第三者機関の検証レポートを付

けた上で取引を行うというものです。主に先進的な

企業によって自主的に行われた排出削減量の取引で

す。既にカナダ・アメリカ・日本・オーストラリ

ア・ニュージーランドそしてヨーロッパで実例がご

ざいまして、先進国の企業の削減量が将来その国で

遵守ツールとなる可能性、遵守ツールというのはそ

の国の制度ができた場合に、その対策として使える
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という可能性が含まれたものとして取り引きされて

おります。もう1つはCDMプロジェクト、途上国で

先進国が行ったプロジェクトからの削減量。これは

将来CERsとなる可能性があります。この2つを取

引している例がほとんどで、もちろん吸収量から生

まれる排出削減量を取引した例もあるのですが、今

のところまだ算出の正式なルールが決まらないとい

うことで、あまり取引はありません。ほとんどが何

らかの削減プロジェクトから創出されたクレジット

を取引しております。定型化されたコモディティ

（商品）ではなくて、今のところ公的な登録簿やル

ールはありません。もちろんこれはイギリス、デン

マークなどの取引制度がある国を除いております

が、ほとんどの場合が登録簿はアメリカやカナダに

ある私的な登録簿で、世界共通のルールは特にない

ということです。

現状では推定で約70件、8500万トン-CO2Eの取引

が行われております。主なものはコール・オプショ

ン（買う権利）で、これは例えば今プレミアムを1

ドル払っておいて2008年に3ドルでその排出権を買

う権利を今から買っておくというような内容の取引

です。今のところ、権利行使価格は、例えば2008年

が3ドルから5ドル、プレミアムが50セントから90

セント程度の取引価格となっています。

買う方としては、京都の遵守に使えるものが特に

嗜好される傾向がありまして、CDMから生まれる

削減量であれば2000年から有効ということでありま

すので、それ以前のものも入ってきておりますが、

2008年～12年のものが望まれることが多いようで

す。

こういった取引の中で、特にマラケシュのCOP7

の後、VERsの中でも、京都議定書の遵守に使える

VERsが嗜好されておりまして、買い手と売り手と

私どもが協力して、そういったものに使えるように

商品を日々、作り上げている状態です。また、京都

議定書で使われる４つの権利をひとまとめにした

KPUs（Kyoto Protocol Units）、もう１つはCIs

（Compliance Instruments）で、これは何らかの制

度があった時にその制度の遵守のために使える道具

だというもので、もちろんKPUsもCIsの中に含ま

れるわけなのですけれども、こういったものを保証

したかたちで売買が始まっております。具体的にど

ういった保証をするかと申しますと、例えば2008年

の排出削減量を売買する時には、もし京都議定書を

発効したら追加的なお金を払って、その代わり売り

手は必ず京都遵守できるKPUsを渡します。議定書

が発効したのに渡せなかった場合は、例えば1トン

あたり15ドルとか20ドルといったペナルティを設定

して、それを売り手は買い手に渡す。こういった感

じの取引が今行われています。

もう１つはAllowance。これはまさしく「枠」で

すけれど、今のところイギリスとデンマーク、UK

AllowanceとDanish Allowanceがあります。国の制

度の中で排出枠を与えられて、それを取引するもの

です。2つの制度はかなり違いますが、先日ナット

ソースが仲介した事例では、イギリス物とデンマー

ク物を交換するような取引も既に始まっています。

いろいろなユニットが出てきましたので、ちょっ

と整理しておきますと、まずVERsが、もう１つ

CIs（Compliance Instruments）があり、CIsの中

にイギリスとデンマークのAllowanceがあって、将

来的にはKPUsも出てきます。今のところKPUs自

体は存在しませんが、完全に保証した形で取引する

ということは、既にKPUsも取引されているという

ことです。

■デンマークとイギリスの取引制度

皆さんに覚えていただきたいのは、排出量取引と

いうのは既に存在していて、それは先進的な企業が

どういった形で排出量取引を生かしていけるか、と

いうのを試行錯誤しながらやっている段階だという

ことです。

今後排出量取引がどういった具合に進展していく

のか、第1遵守期間前には、まずファーストステッ

プとしてデンマークの排出量取引、これはキャッ

プ・アンド・トレードですが、2001年の1月に電力

会社間でスタートしました。当初まったく取引がな

かったのですが、2001年の末にばたばたと取引が成

立いたしました。現状の価格は、15～20クローネ

（230～310円）／CO2トンです。かなり安いという

感じを持たれると思いますが、ペナルティがもとも

と40クローネと低く設定されておりまして、しかも

参加しているのが電力会社だけ、かなり枠自体に余

裕がある状態で、マーケットは若干ダブつき気味と

聞いております。

もう１つは先ほど紹介したイギリスの排出量取引
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です。これはキャップ・アンド・トレードとベース

ライン・アンド・クレジットの組み合わせなのです

が、2002年の４月に本格的にスタートし、デンマー

クと違っていろいろな業界を含めた取引制度となっ

ています。これはどちらかというと需要サイドの排

出を管理するというシステムで、電力会社は含まれ

ておりません。特徴的なのは、これはオークション

をやって自分で設定した人には補助金をあげるとい

う制度です。もう１つは業界と国との間で協定を結

んで、その協定を結んだ人は排出量を下げなければ

いけないのですけれど、そのかわり税金を80％免除

するというのが特徴です。

目的は早期市場の形成ということで、イギリスは

ご存知のように金融取引のメッカでして、そういっ

たところから今後の排出量取引の中心になろうとい

う国の政策も見え隠れするのですが、現状の取引価

格としては、４～6ポンド（840～1120円）という

ところです。今のところまだまだ流動性がありませ

ん。というのはそのベースライン・アンド・クレジ

ットといわれる協定からの参加者が参加していない

というのが実情で、取引自体はまだまだ少ないとい

うところです。

次のステップは、既に制度を導入するといってい

るＥＵ内の取引制度。これもキャップ・アンド・ト

レードで、2005年の1月から導入するといっており

ます。今のＥＵの、例えばイギリスの制度とどう整

合性を持たすかというところなのですが、イギリス

の制度も補助金の制度だということで、ＥＵは一応

認めたところです。それと京都議定書が発効したら

というところなのですが、途上国のプロジェクトか

らのユニットであるCERsが2004、2005年あたりか

ら出てくるのではないかと推測しておりますが、こ

れはもちろんCERsが発行されれば2008年以降の先

進国間の制度の中で有効、京都議定書上で有効なク

レジットということで、早い段階でこういったもの

も出てきつつあるというところです。

■日本企業が参加するメリット

後は日本の国内の取引制度です。今のところ「ス

テップ・バイ・ステップ・アプローチ」ということ

で、2004年のレビュー次第でどういった制度を取り

入れるかというのがまだわからないところなのです

が、おそらく2004年の夏までに、何らかの対策が打

ち出されるのではないかと。どうやってその制度の

中に海外から出てくるCERsなり、排出削減ユニッ

トを取り入れていくのかがキーポイントになるので

はないかと思っています。

日本の企業が、こういったV E R s 取引や

Allowance 取引をする取引目的を考えてみると、ま

ず１つ大きなところで、こういった温室効果ガスを

排出することに対するリスク、将来的なリスクをど

うマネージメントしていくかというところだと思い

ます。温室効果ガスの排出量が将来の経営のリス

ク・ファクターになると。これは特に排出量の多い

企業だと思いますが、そういったところで社内体制

のチェック・構築が行われ、自社の中での排出削減

ポートフォリオの一部として、こういったVERsや

Allowance、将来の京都議定書がこうした場合に使

えるようなものを今から取引して組み合わせる。

CDMを自分でやったり、自己削減の対策をやる中

の１つとして、こういった取引を入れていくと。ま

たは将来の排出削減コストが増加する時は、変動要

素のヘッジをしていく。これはコール・オプション

という先ほどもご説明したような「買う権利」を今

から購入しておくというような対策が考えられると

ころです。またリスクマネージメントを考えたら、

遵守ツールとして利用可能性が高いクレジットにニ

ーズが出てくるのではないかと思います。

また全然別の視点から、将来のビジネスチャンス

を睨んだ学習的なかたちで、こういった取引をやっ

ていこうという方もいらっしゃると思います。今は

まだ京都議定書も発効していないし、分からないん

だけれど、その時すぐに対策といってもなかなかで

きないものですから、将来のビジネスチャンスとい

うところから、省エネとかESCOをやっている会社

や、エネルギーの供給をはかっている会社が、それ

に排出権をつけて売っていくと。そういったことで

他社との差別化をはかったり、付加価値をいかに付

けていくかを今のうちからやっていこう、というこ

とで取引の目的もあるのかなと思います。

もう１つは、まだまだこれは先の話だと思います

が、トレーディングという観点から商社や金融機関

が売却益を目指し、コモディティの１つとして取り

扱っていく。もしくは商社であれば、この輸入価格

との裁定をやっていって、燃料の中にある炭素リス

クをどうやって引き出していくかとか、まさに排出
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権付きエネルギーと同じなのですけれども、この中

には原料価格などの自由化とか、そういったものを

睨みながら取引をやっていくというような例もある

かと思います。

■3～5年で排出権商品化

排出権が商品化されるまでのタイムスパンはどれ

ぐらいなのかを考えてみますと、ヨーロッパの石油

が商品化するまでに15年間かかりました。イギリス

の天然ガスは10年間で商品化されて、イギリスの電

力が７年、アメリカのSO2は６年で商品化されまし

た。商品化というのは流動性をもって取引されると

いう意味です。こうやって見ていると、だんだん商

品化されるタイムスケジュールというのは短くなっ

てきているので、CO2については、だいたい3～5年

あたりで一般的取引の対象として商品として取り扱

われる可能性が出てくるのではと思っています。

先日ちょっと新聞で報道されたのですが、今年9

月あたりを目処に三菱総研さんと共同で、こういっ

た排出量取引をどうマネージメントしていくか、ま

た京都メカニズムをどうやって最適に利用できる

か、という実験をやろうと思っております。自己削

減や、JI（共同実施）・CDM（グリーン開発メカニ

ズム）への投資、排出量取引などを、参加企業のバ

ーチャルカンパニーを通じてやっていただく。

2001年9～10月に実施したJEMS（Japan Emis-

sion Management Simulation）Iの時は変動リスク

はほとんど固定化して単純にしたのです。売上高を

設定するとそのまま最終点まで予定通りに売上高が

あがるという設定だったのですが、今回のJEMS II

では、売上高の設定にしても、国の制度が変わった

場合とか、そういった変動リスクと、プロジェクト

への投資などをしていただいた際のプロジェクトリ

スクというようなものを加えながらやっていきたい

と思っております。

1. 株式会社エムエスケイ

2. 日本自然エネルギー株式会社

3. 日本風力開発株式会社

4. 株式会社リコー

5. キヤノン株式会社

6. 京セラ株式会社

7. 株式会社カタログハウス

8. 富士ゼロックス株式会社

9. ナットソースジャパン株式会社

10. 宝酒造株式会社

11. 自然エネルギードットコム

12. 池内タオル株式会社

13. 株式会社ISO登録支援社

14. 有限会社インフィニティ

15. エコパワー株式会社

16. セイコーエプソン株式会社

17. 三国産業株式会社

18. 株式会社アール

19. 株式会社三信商会

20. 三光プラスチック株式会社

21. 株式会社スノーピーク

22. 有限会社中村電気水道

23. 近藤繊維株式会社

24. 株式会社ティーアンドエイチプランニング

25. 株式会社中越

日本の署名企業リスト
（5月17日現在25社）

http://www.emission55.com/
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司会：続いて衆議院議員の水野賢一先生から国会で

の動きについて報告していただきたいと思います。

水野賢一先生は自民党の中で率先して京都議定書の

批准に尽力しておられ、企業の取り組みについても

独自のアンケート調査などを行うなどして活発にご

活躍です。それではよろしくお願いします。

■京都議定書は外務省の所管

ただいまご紹介にあずかりました衆議院議員の水

野賢一と申します。今日はこの素晴らしい席にお招

きにあずかったことに、先ずもって感謝と御礼を申

し上げます。今私は、外務大臣政務官を拝命してお

りまして、この肩書きは例のお騒がせな役所のほう

でございますが、しかし実を言うと、この外務省が

京都議定書の問題に関しては、非常に深い関係をも

っておるわけでございます。政務官とは何かを簡単

に申し上げると、昔は政務次官といっておったので

すが、2年ほど前に制度が変わりました。昔は大臣

がいて政務次官。これはいわゆる政治レベルで、後

は事務次官以下事務方というかたちであったのです

が、今は大臣がいて副大臣、政務官がいる。これは

国会議員であり、そしてそれ以下に事務方がいる

と、そういう形になっているのです。

環境問題に外務省がどういうふうに関わっている

のか、環境問題についてはまず環境省の所管ではな

いかと思われる方も多いと思うのですけれども、実

は京都議定書そのものの所管は外務省になるわけで

す。というのは、これは一種の国際条約、広い意味

での国際的取り決めという意味での条約であります

から、京都議定書そのものは外務省が所管しており

まして、外務省の中に気候変動枠組条約室というと

ころがあるわけです。そして、その国内対策、つま

り6％削減という京都議定書での約束を果たすため

に国内で当然いろいろな対策をやっていかないとい

けないわけですから、これを環境省が直接的に取り

組む。もちろん政府一体となって取り組まなければ

いけないものですから、厳密な色分けがあるわけで

はないのですけれども、筋としていうと条約は外務

省が所管し、国内対策は環境省が所管する。より具

体的に言うと、現在国会で京都議定書が審議されて

いますが、この京都議定書での6％削減を国内的に

担保するために地球温暖化対策推進法という法律の

改正案も審議されております。これはそれぞれ、京

都議定書は外務省が所管して、地球温暖化対策推進

法は環境省が所管する。

国会にもいろいろな委員会があり、京都議定書

は、衆議院の17の常任委員会のうち外務委員会で審

議されており、地球温暖化対策推進法は環境委員会

で審議されております。

審議の状況はどうなのか、これは非常に長いスト

ーリーがあるのですけれども、結論からいうと、京

都議定書が、ちょうど本日の午後0時50分に、衆議

院の外務委員会で、全会一致で採択されました。

（拍手）ありがとうございます。そして流れといた

しましては、来週の火曜日に衆議院の本会議で採決

され、その後参議院にまわると。同じように温暖化

対策推進法は、環境委員会で恐らく来週の火曜日に

採決されて、本会議に上程され、京都議定書と一緒

に衆議院を通過して参議院に移る。参議院にまわっ

た後はもちろん委員会、本会議というかたちで採決

します。

■排出抑制計画を作っていない政府

今申し上げたようなかたちで、私も外務省の立場

から京都議定書の問題に関わっておるのですが、最

初に、どうしてこの地球温暖化の問題にかかわりを

持ち始めたのかというあたりを簡単に申し上げたい

と思うのです。温暖化の問題、環境の問題というの

は、21世紀の日本国にとっても、はたまた人類にと

っても、極めて重要な問題ですから、国会議員とし

て活動する前から関心・興味を持っておったのです

が、とりわけこの京都議定書の問題を調べてみよう

京都議定書批准をめぐる国会の動き

衆議院議員 水野賢一

京都議定書を支持する企業の署名　e-mission55
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と思ったのは、昨年ですね。私は各企業に対して

「地球温暖化問題に対しての取り組みのアンケート」

を出させていただいたということがあったわけで

す。どういうことかと、背景から申し上げますと、

1997年の12月に京都議定書が採択をされたわけで

ございます。そしてその翌年に、地球温暖化対策推

進法という法律が成立した。これが成立した時、政

府としては地球温暖化という問題に限った法律の、

世界初の採択だと、かなり先進的な法律だと胸をは

っておったのですけど、私としては、法律を作れば

いいというわけではなくて、作った後にきちっと機

能しているのかを検証してみる必要があると思っ

て、この法律がどの程度履行されているのかを調べ

てみようと思ったわけであります。

地球温暖化対策推進法は16条から成る法律で、

一言で言うと、政府も地方自治体も企業も、それぞ

れ温室効果ガスの排出抑制計画を作りなさいと。簡

単にはそういう法律なのです。何％削減しろとかい

う具体的なことが書いてあるわけではなくて、計画

を作れと。そういうだけの法律だから生ぬるいとい

う人も当然いるわけですけれども、計画を作れば少

なくとも野放図には排出しないだろうという、簡単

にはそういうような狙いでできたわけです。

この場合、政府・地方自治体はひとつの法人とし

て考えるということです。例えば東京都といった場

合、東京都全体から出てくる温室効果ガスの排出抑

制計画を作るのではなくて、東京都そのものがひと

つの法人、都庁とか都が持っている公用車などから

出る排出を抑制するための計画を作れと、そういう

意味です。そしてこれを作ることは義務なのです。

義務ですから政府は作っているのかというと、そ

の法律が施行されたのは99年ですが、実は政府はま

だ作ってないのです。地方自治体では、47の都道府

県のうちだいたい40ぐらいが作っています。私の選

挙区は千葉9区ですが、千葉県は恥ずかしながらま

だ作っていないものですから、私も堂本知事とお会

いすると早くやりましょうという話はよくするので

すけれども、それはともかくとして、都道府県はか

なり作っている。市町村は実は作っている率が、極

めて低い。２割とかそんなものなのです。

■企業の排出計画作成の義務化を

都道府県はどれだけ作っている、市町村はどれだ

け作っているということは、環境省のほうでも把握

はしておるのですけれども、ところが企業がどれだ

け作っているかというのは、実は環境省でもきちん

と把握をしていなかった。政府と地方自治体は、排

出抑制計画の作成は義務なのですが、企業の場合

は、作ることと努めることとするというふうに法律

は書いてある。明確な義務じゃなくていわば努力目

標、努力義務みたいなものです。常識で考えると、

義務であるはずの政府や市町村が作ってないところ

が多いのですから、努力義務にすぎない企業は作っ

てないんじゃないかと、当然想像はできるわけです

が、しかしそのデータがない。だからアンケートを

とってみたと。

すると、業種によってかなり意識が違いまして、

作っているところはきちっと環境レポートとかを出

して、相当しっかりした取り組みをやっている。し

かしながら一方で、そもそもそんな法律があること

も知らないという企業があるのも、これまた事実な

んですね。そこで私が訴えたのが、これはやはり法

律を改正して明確に義務化すべきだろうということ

です。そしてさらに、この計画を作る前段階とし

て、今どれだけのCO2を出しているかということも

把握していない企業も結構あったわけです。もしく

は把握していても公表していないところもある。こ

れがわからなければ、今後何年間で何％減らすとい

う計画も立てられないわけですから、まず大前提と

して今どれだけ出しているのということぐらいは公

表または報告することを、義務付けていくべきだと

訴えたのです。

私はしごく当然の要求だと思ったのですが、これ

がなかなかすごい抵抗がございまして、結局これは

通らなかったわけです。産業界もしくは経済産業省

中心に、これは規制だという声がありまして、私

は、エネルギーを割り当てるとか言っているのじゃ

ないわけですから、規制じゃなくて情報公開でしょ

うと言ったのですが。

環境省は私と同じような考えをする人が非常に多

かったのですけれども、経済産業省のほうは京都議

定書そのものを嫌がっている人がかなり多かったわ

けですから、議定書を通すのはやむをえないけれど

も、そういう厳しい国内対策法への拒否反応があっ

て、環境省からあまり厳しいことを言い続けると、

結局議定書そのものまで潰されちゃうと困るという
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司会：WWF独自のプログラムで、クライメイト・

セイバーズというのがあります。これは企業と

WWFとの話し合いの結果、CO2削減に関して既に

企業が公表している以上の目標を掲げていただき、

それを第三者機関に認証・検証していただく、企業

の自主的取組のプログラムです。既にアメリカを中

心に展開しておりまして、IBM、ジョンソン＆ジョ

ンソン、ナイキ、コリンズ社、ポラロイド社、それ

からヨーロッパを中心とした世界最大のセメントメ

ーカー、ラファージュなどが関わっています。今後

は日本の企業からもクライメイト・セイバーズを出

していきたいと思っていますが、これからお話いた

だく佐川急便(株)様は、これに取り組むことを宣言

して下さり、WWFと4月26日に覚書きを交わしま

した。そしてこれからベースラインを設定するため

に、排出の現状をデータとして把握し、それを元に

1年くらい後にどんな削減目標値が掲げられるかと

いうことを協議して削減に取り組んでいくと、そう

いう計画です。

それでは佐川急便(株)の専務取締役・事業本部長の

辻尾敏明様からお話を伺いたいと思います。よろし

くお願いします。

■運輸部門はCO2排出総量の20％

佐川急便の辻尾でございます。環境問題への対応

が世界的規模で求められている中、日本においても

今後は環境はすべてのベースになってくるといわれ

ています。現にビジネスにおいてもそうならざるを

得ない状況になってきています。このような中で弊

社の環境の取り組みについて説明させていただきま

ことで、いわば暗黙の妥協といいますか、京都議定

書は通すけれども、国内対策法はあまり厳しい形で

はやっていかないということになったようです。

国会では法案を提出する前に、与党の中で事前審

査というのがあるんです。与党が了承してから国会

に提出する。京都議定書も、この事前審査でかなり

苦しんだ。1週間で事前審査を終えようと思ったと

ころが、保守党さんが抵抗したりしたこともあっ

て、4週間かかりました。そして提出しても国会と

いうのはすぐ審議してくれるのかというと、必ずし

もそういうなま易しいところじゃない。例えば外務

省は京都議定書を含めて今国会に条約を18本提出

しているんですけれども、まだ審議が始まってない

のも5本あります。これは野党との駆け引きになる

わけですね。鈴木宗男問題があって、野党は内容に

反対じゃなくても審議入りは遅らせるという、そう

いう国会対策上の理由があったりして、審議に入る

のにも時間がかかる。

審議に入ってからも、経団連の方が付帯決議で経

済界の主張をかなり強く盛り込もうという動きがあ

ったのですが、そういう付帯決議は付きませんでし

た。この辺の経緯については私自身のホームページ

に日記的に書かせていただいておりますので、詳細

はそちらのほうでご参考いただけたらと思います。

いずれにいたしましても議定書は批准すればそれ

で良いというわけじゃなくて、それを実行しなけれ

ばいけないということが当然のこととしてあるわけ

です。また2008年から12年という第1約束期間だけ

で6％削減をもし達成できても、それで地球温暖化

が止まるというわけではなくて、さらに長期的な課

題として取り組んでいかなければならない問題だと

いうのも、これまた言うまでもないことです。あく

までもこれは第一歩、それもほんのささやかな一歩

だというふうに、われわれも思っておりますし、そ

ういう中でいろいろな声はありますけれども、環境

を守るために全力を尽くしていきたいと思いますの

で、またご支援のほどをお願いいたします。ご清

聴、本当にありがとうございました。

物流業界のCO2削減取り組み

佐川急便株式会社　専務取締役・事業本部長 辻尾敏明

WWFと企業の排出削減プログラム

（※日本は6月4日、京都議定書締結を閣議決定し、批准を正式なものとし、同日中に批准書をニューヨークの国連事務局に寄託した。）
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す。

まず環境問題についてはさまざまな問題がありま

すが、大きく分けますと地球の温暖化、オゾン層の

破壊、酸性雨、生物種の絶滅、森林破壊、水質汚

染、大気汚染、ごみ問題などが挙げられると思いま

す。なかでも現在の世界緊急の課題は地球温暖化の

問題であることはご存知の通りです。92年に開催さ

れた地球サミット以降、さまざまな環境に関する国

際会議が開かれております。地球温暖化についての

国際会議を気候変動枠組み条約締約国会議と申しま

す。その中でも代表的なものが、京都議定書が採択

されたCOP3、そして京都議定書の最終合意が成さ

れたCOP7ではないかと思います。そして今年の8

月に南アフリカで開催されるヨハネスブルクサミッ

トでは、特に地球温暖化に関わる話し合いが、各国

首脳レベルで行われると聞いております。

日本のエネルギー利用に伴うCO2の排出量は年間

11億6000万トンといわれています。運輸部門はその

うちの20％を占めております。運輸部門の中でも特

に自家用自動車のCO2排出量が90年度から非常に大

きく増えている。政府が3月19日に発表した地球温

暖化対策推進大綱では、CO2の排出量を削減する方

法として輸送の効率化をあげております。しかし全

体的な削減方法としてはトップランナー方式を推奨

しております。トップランナー方式とは最新テクノ

ロジーを駆使するということで、自動車でいうと天

然ガス車やハイブリッド・カーなどエコロジーカー

の大幅導入ということです。自動車の総量は減らさ

ずにCO2を減らすという手法です。今後は低公害車

の購入に際してはさらに税金が優遇されるなど、税

のグリーン化が活発化されていくものと予想されま

す。

■ディーゼル車排除の方向

自動車公害という観点から行政の取り組みについ

てお話しをさせていただきます。改正NOX法が昨年

6月に衆議院を可決し、自動車NOX-PM法として今

年の10月から規制が実施されます。基本的に新車の

登録が9年を過ぎるとトラックの車検は受けられな

くなります。平成8年以前の車はさらに1年から2年

の準備期間を設けられることとなります。ポイント

といたしましては、浮遊粒子状物質（SPM）の排

出基準が新たに設けられるということです。そして

指定区域が196市区町村から276市区町村に拡大さ

れました。道路交通の車種規制等のロードプライシ

ングも盛り込まれています。

このような中で、昨年の6月13日に弊社の東京本

部に衆議院の環境委員会の方々、また環境省の方々

が、この法律の審議の一環として弊社の東京本部へ

視察に来られました。この1週間後に同法案が可決

承認をされました。この時の視察のビデオです。

6月13日、衆議院環境委員会の議員12名と環境省

および関係者10名、あわせて22名の皆様が佐川急便

の環境に対する取り組みを視察に本社東京本部に来社さ

れました。佐川急便からは辻尾専務と環境推進室の別所

室長が対応されました。この視察は自動車から排出され

る窒素酸化物の削減等に関する法律案の、審査の資料に

するために行われ、皆様熱心に耳を傾けておられまし

た。その後環境委員会の皆様は、東京支社の敷地内にあ

るCNG圧縮天然ガススタンドを視察されました。この

CNGスタンドは平成11年4月に運輸業界では初めて設

置され、2トントラックで1台あたり4、5分で充填で

き、1日8時間稼動させる場合、およそ80台の充填が

可能です。こうした佐川急便の環境への取り組みが、国

レベルにおいても注目されていることがわかる、今回の

視察でした。

東京都の環境確保条例についても少し触れたいと

思います。かねてから健康被害が指摘されていたデ

ィーゼル車の排出ガス対策として、各自治体も公害

対策を実施しています。昨年の4月に施行された東

京都環境確保条例の自動車公害対策では、皆さんも

ご存知の通り、平成15年10月1日より浮遊粒子状物

質排出基準に適合しないトラックやバスなどのディ

ーゼル車は都内の運行が禁止されます。なお新車登

録から7年間はその規制の対象にはなりません。デ

ィーゼル車の運行禁止については、千葉県、埼玉

県、そして神奈川県も施行を決定しております。ま

た東京都や大阪府では、今年の4月より同役所に物

品輸送をする場合、原則としてディーゼル車の使用

ができなくなる、グリーン配送を実施しています。

■アイドリングストップで大幅経費削減

さて続いて、弊社の環境に対する取り組みについ

て説明させていただきます。本格的に環境への取り

組みを開始したのは、97年に地球温暖化防止のため

に京都で開催されたCOP3がきっかけでした。そこ
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で本社が京都にある弊社としても何かやれることが

ないかということから、環境対策の諮問機関とし

て、経営層を中心とした佐川急便エコプロジェクト

推進委員会を発足させました。

当委員会では総合物流企業として、環境問題の最

重要課題を、CO2の削減と大気汚染の防止といたし

ました。その対策としてアイドリングストップキャ

ンペーンをはじめ、天然ガス自動車を中心としたエ

コロジーカーの大量導入を開始いたしました。当時

の環境庁のご協力により、97年にアイドリングスト

ップキャンペーンを展開し、ステッカーをグループ

全車両3万台に張り付けました。さらにアイドリン

グストップ用のオリジナルキーチェーンを作り、全

ドライバーに携帯させ、アイドリングストップの徹

底を図るとともに、一般の啓発活動として各イベン

トなどで配布をさせていただいております。このチ

ェーンはごく原始的なものなのですが、片方をバン

ドに付け、片方をキーに差し込んで、ドライバーが

降車時には必ずエンジンを停めないと降りられない

というものです。

佐川急便のグループの全車両が1日に10分間アイ

ドリングストップをしますと、約2900リットルの燃

料の削減になります。実際には1日の業務で1台が

集配時にアイドリングストップをすると、約2時間

となりますから、1日に約3万5000リットル、1年間

で約1000万リットルという数字になります。金額で

換算すると年間で約6億円の削減です。環境への取

り組みが非常に大きな経費の削減になったという実

例ではないかと思います。

■天然ガス車の導入を推進

91年に低公害車の導入を開始して以来、佐川急便

では特に天然ガス車（CNG車）の大量導入を行い、

今年3月20日現在で700台となっております。これ

は国内の天然ガストラックの17％に該当します。

2005年度までに2450台とする計画でしたが、今回、

WWFジャパンとクライメイト・セイバーズの取り

組みに参加するにあたり、導入目標を更にアップさ

せ6000台に定めました。COP7で日本のCO2の削減

目標は6％ですが、この6％を私どもの目標数値と

して換算すると6000台に該当します。

CNG車はディーゼル車と遜色のない走りと、ガ

ソリン車以上の静粛性とクリーン性能を兼ね備えて

いる実用性に優れた低公害車です。窒素酸化物排出

量をディーゼルやガソリン、LPGなど他の燃料と比

べると、LPGやガソリンはディーゼルの30％なのに

対して、CNG（天然ガス）は10％です。浮遊粒子

状物質はほとんど出ない。問題のCO2については、

ディーゼル車と比べて10～20％削減され、現状の

トラックの中では天然ガス車が、最も環境に優しい

車といえると思います。

地域的には、やはり環境負荷の大きな東京・大阪

を中心にCNG車を導入しております。3月20日現在

東京都内を走るCNG車は380台あります。今後2005

年度までに1741台のCNG車を代替えする予定です。

また大阪地域では、205台のCNG車の導入を図って

います。この多くは尼崎・西淀川公害訴訟の国道43

号線を担当する尼崎店と淀川店、特に尼崎店はこの

エリアの大部分を担当しているわけですが、2ト

ン・3トンのクラスの車55台すべてを天然ガス車に

代替えいたしました。また淀川店におきましては、

今年の2月にCNGスタンドを新たに設置して、CNG

車の導入を更に進めていく計画です。

■天然ガススタンドの拡充が課題

CNG車を大量に推進する中に、重要なのがイン

フラ整備、天然ガススタンドの建設です。現在全国

のCNGスタンドは160ヵ所に留まっています。ガソ

リンスタンドの5万3000ヵ所に比べて非常に少ない

状況です。そこで当社はCNG車の大量導入を図る

ために、CNGスタンド設置推進プロジェクトを立

ち上げ、CNGスタンドの設置作業を行ってまいり

ました。99年4月に運輸業界初の自家用CNGスタン

ドを東京支社に設けています。そして第2号が先ほ

どの淀川店です。淀川店の天然ガススタンドは、1

時間で10台から12台の充填ができます。これによ

りフル充填された天然ガス車は、距離にして200キ

ロから250キロの走行が可能となります。

今後の設置計画といたしましては、埼玉店で今年

10月に竣工予定、大阪ハブセンターにも、来年10月

に新設される予定です。また東京でも大型のCNG

スタンドの新設を検討しています。CNGスタンド

の建設にあたり、設置条件等の難しい問題もありま

すが、年間2ヵ所から3ヵ所の設置を考えておりま

す。CNG（天然ガス）は液化ができませんから、

圧縮して供給いたします。ＬＰＧであれば液化がで
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きますから非常に使いやすいのですが、設置は各ガ

スメーカーさんや地域の行政の協力がなければでき

ないものです。しかし、目的を達成するために努力

していきたいと考えています。

2年前、東京都において行政と企業が共同で、低

公害車の新市場を創設する新市場創造戦略会議が開

催されました。当社はユーザー側の一員として参加

させていただき、導入条件さえ揃えば都内にある2

～3トンクラスのディーゼル車すべてをCNGに切り

替えると発表させていただきました。その導入条件

とは、やはりCNGスタンドです。今は関東で50ヵ

所程度しかないCNGスタンドを適正なところに増

設できること。そしてCNGの車両価格。これは今

は若干下がっていますけれど、当時はディーゼルの

1.5倍という設定になっていました。今は1.3倍くら

いになっていますが、供給施設が増設されれば、必

ず需要と供給のバランスで車が安くなる、とメーカ

ーの方ではいわれています。

新市場創造戦略会議の発表にあわせて、翌11月

21日に環境の取り組みをさらに推進するために本社

において環境マネジメントシステムの組織を立ち上

げました。また環境報告書（そらいろレポート）も

同時に発行しています。ホームページでも紹介して

いるそらいろレポートは、2001年度版として11月に

発行したものです。また昨年8月31日に本社におき

まして環境活動をさらに推進するということで、

ISO14001を認証取得しています。

また弊社では、ささやかながら森林保護のために

も取り組んでいます。利用可能の地球上の水は

0.01％といわれています。大部分は海水や、南極な

どの氷雪です。地球温暖化・森林破壊により2025年

には、世界の人口の3分の2が水不足になるといわ

れています。水不足の最大の原因は森林破壊です。

森林は天然のダムともいわれます。弊社では約700

ヘクタールの山林を保有させていただいておりま

す。この700ヘクタールのCO2の年間の吸収量は約

2700トンあります。これは7000人分の年間の呼吸量

に匹敵します。また保水能力は3万6000トンです。

これは中型タンカー並の保水能力といえます。これ

らの保有山林に対する補助間伐などの森林管理は今

も実施していますが、今後FSC森林認証制度、これ

はメキシコに本部を置く認証制度ですが、こちらの

活用も視野に入れて、森林保護のために、またCO2

の吸収源としても、さらに森林管理に努めていきた

いと考えております。

■クライメイト・セイバーズへの参加

次にクライメイト・セイバーズについてのご説明

をさせていただきます。クライメイト・セイバーズ

とは世界最大の自然保護団体であるWWFが、地球

温暖化と異常気象の主原因となっている二酸化炭素

の削減に積極的に取り組んでいる企業と協定を結ぶ

ものです。弊社は4月26日にWWFとクライメイ

ト・セイバーズに参加する覚書を取り交わさせてい

ただき、環境省で調印式を行いました。これは日本

の企業としては初めてと伺っております。また運輸

部門では世界初だそうです。クライメイト・セイバ

ーズに参加するために必要なことは、今までの活動

目標を上回る目標の設定、そしてベースライン設定

のための第三者機関による認証。そして取り組みと

活動の成果の公表ということになっています。先ほ

ど申しましたように、CNG車の導入目標を引き上

げ、2012年度までに6000台を導入するというのが、

今回の覚書を結ぶための大きなポイントです。弊社

のディーゼル車から6％、CO2を削減するために何

台の天然ガス車が必要かと、逆算してこれが6000台

に相当するということです。

また現状のCO2排出状況と、2012年のCO2排出の

ベースラインの設定を、これは第三者機関でありま

す中央サステナビリティ研究所様、当研究所は中央

青山監査法人のひとつのグループですが、そちらで

検証していただくということになっています。

この他にもグリーン購入として、皆様のおなじみ

の横縞の佐川急便のセールスドライバーの制服につ

きましても、ペットボトルをリサイクルしたエコ制

服を、今年4月から採用させていただいております。

これはスポーツメーカーであるミズノ社と共同開発

したものです。また、日本ガス協会様といすゞ自動

車様の協賛により製作したイベントカーを使って、

さまざまな環境イベントでCNG車の普及促進PRを

行っているところです。今年の2月に省エネルギー

センターおよびWWFジャパンさんが主催した若者

たちのメッセージイベントのスマートライブにも協

賛をさせていただきました。

当社の環境への取り組みは環境報告書に報告をさ

せていただいております。またホームページでもご
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質疑応答

覧になることができます。

■安全と環境の上に成り立つサービス

弊社の創業者が唱えた社是は「迅速・確実・丁

寧」をモットーに顧客第一主義に徹する、地域社会

の発展に奉仕する、責任と誠意を使命とする、とい

う内容でした。しかし11年前に、一部の法人が大き

な社会問題を発生させたあと、新生佐川として、法

を遵守して生きる会社にしようという、新しいスロ

ーガンを掲げさせていただきました。「安全　環境

そしてサービス」、これが弊社のグループの21世紀

の統一スローガンです。安全すなわち生命です。法

を遵守しながら生命を守ると。そして生命の根源を

司るのはやはり環境じゃないか。このようなことが

確保されて初めてお客様へのサービスが提供できる

ということです。

その証として先ほどから申し上げましたアイドリ

ングストップ、また天然ガス車の導入、CNGスタ

ンドの設置、また森林の保護などを行ってまいりま

した。また本業の部分では国土交通省が推奨するモ

ーダルシフト、弊社では鉄道と船の複合輸送を行っ

ております。また物流センターではできるだけクイ

ックデリバリー、そして環境に優しいデリバリーを

行うということで、お客さんの荷物をお預かりし

て、そこで物流加工します。すべて弊社物流センタ

ーからタイムリーに出荷させていただく。それによ

ってCO2を減らそうという取り組みです。またター

ミナルにおいてはエコアイスの導入もしておりま

す。そして今までは新たに生産されるものを中心に

運ぶ「動脈物流」を主としてやってきたわけです

が、今弊社では静脈物流。これは家電リサイクル品

など、使い古したものを、どう回収してリサイクル

をするか、そうした物流の一部に携わらせていただ

いております。

われわれがこういう取り組みをしているのも、近

い将来に環境への取り組みが企業の評価になり、ま

たお客様がこのような取り組みを評価しながら企業

を選ぶ、商品を選ぶ時代が必ず来ると思っているか

らです。今後もこのことを信じて、環境に取り組ん

でいきたいと思います。ありがとうございました。

質問：天然ガス車を導入した場合に従来のトラック

はどうしているのでしょうか。

辻尾：当社のグループの場合3万台所有しているわ

けですが、耐用年数の過ぎた車を天然ガス車に代

替しています。環境負荷の大きなところを重点的

に減らしていきたいと思っています。

質問：富士ゼロックス様にお聞きします。ESCO事

業、省エネ関係の仕事をしています。企業活動に

おけるCO2の削減が2000年度96％削減できたとい

うことですが、2010年に50％という大きな目標に

あたっての施策をお聞きしたいと思います。

NAS電池の効率から見ると、省エネルギーにな

るとは思えないのですが、原子力の比率が多くな

るのでCO2の削減になるということなのでしょう

か。

笹原（富士ゼロックス）：絶対値ではなく、生産高原

単位で計算しているのでこのような数値になりま

す。今年、新しい戦略で数値を変更しました。絶

対量で90年比6％という目標にしました。どちら

にしても達成するのは難しいです。2番目のNAS

電池のことですが、夜間低減効率75％、電池シス

テム効率78％で放電計画量263万kWhと、CO2削

減になっています。効率の高い施策はほとんど取

り組んでしまったのが現状です。

質問：イギリスでは排出枠取引が導入されました。

日本ではどうなるのでしょうか。

春田（ナットソースジャパン）：日本の国内制度がどの

ようになるかということにつきると思います。予

想としては2004年の夏くらいのレビューでうまく

いっていないということであれば、取引制度が導

入されるのではないでしょうか。経団連の自主行

動計画のような数値をベースにしたものは導入さ

れるのではないかと思っています。

鮎川：具体的にどういうところが売って、どういう
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ところが買っているのでしょうか。またどういう

インセンティブで買っているのでしょうか。

春田：日本企業にとってインセンティブは今のとこ

ろないのですが、例えばシステムを理解する、企

業の中でどういった部署が扱うか、どういった会

計処理をするかということを勉強するというイン

センティブがひとつ。何らかの規制が今後に導入

されることを見越して、あらかじめいまのうちに

ある程度手当てをしておく、オプションで買って

おくことにインセンティブがあります。海外をみ

ると、いままで自主的にやっていたがキャッシュ

フローを明らかにして、金銭的価値を、中にも外

にも認めさせて、取引制度を作っていく、という

点でやっていることが多いのです。買い手として

は企業を支援するとか、コンプライアンスに使う

ためとか、いろいろなインセンティブがあります。

質問：茅野市の市民の会のものですが、春田さんに

お聞きします。吸収源からのユニットによる排出

量取引のルールの見通しはどうなのでしょうか。

自治体間の排出量取引は可能なのでしょうか。ま

た作りたい団体というのはあるのかどうか。例え

ば東京都中野区が年間いくらで茅野市から購入し

たいとしたときに、そういうことは可能なのか。

また吸収源に関するルールの見通しはあるのでし

ょうか。

春田：日本として吸収量をどう扱うか、それが誰の

所有で、国の補助金で行っていくのかはわかりま

せん。吸収量を中野区が買うことは可能ですが、

所有権が決まっていないのでわかりません。

鮎川：京都議定書で認められている吸収源は90年

以降の追加活動によって起こる新規の吸収量。森

林整備・管理とか活動が伴ってカウントされるん

です。森林があるからそのままカウントされると

いうことにはならない。その辺の情報が行き渡っ

ていなくて、森林があるから吸収源になるという

誤解があります。実際には1300万トンまでカウン

トできるかどうかはわからない。政府が森林政策

を真剣に行うかどうかにかかっています。

春田：もう一点加えさせていただくと、吸収源のベ

ースライン等が決定されるのは来年のCOP9。現

在、日本政府の中では国内の吸収源対策について

は環境省と林野庁が対策を検討しています。

本橋恵一（月刊エネルギーフォーラム）：佐川急便の方

にお聞きしたい。佐川急便以外に、天然ガス自動

車やスタンドの設置などに積極的な企業はありま

すか。もうひとつはCO2削減の取り組みを消費者

に伝える環境ラベリングなどのツールは考えてい

ますか。

辻尾：荷物に環境ラベルを張っていくような時代は

来るだろうと考えています。今後は視野に入れて

数値化を考えていきたい。経費のかかることです

が、市民の方々の関心は高まってくるので、仕組

みは作っておきたいと思っています。国土交通省

も低公害車導入等環境保護対策には助成金支給を

行い、この件の取り組みを加速させたいと思って

おり、弊社もリーダーシップを取れればと思って

います。

鮎川：クライメイトセーバーズの取り組みの中身は

決定したものではなく、これから決めていく予定

ということを付け加えておきます。



閉会あいさつ ――――――――――――――――――――――――――――――日野迪夫（WWFジャパン事務局長）

このシンポジウムはGo for Kyotoキャンペーンの一環として行ってきているもので、今回が３回

目の企画となります。世界一斉に200日前に第1回をスタートし、2回目の150日前にはWEBを使っ

た市民向けのものを行い、そして3回目は100日前に当たる本日、企業とのパートナーシップとい

うコンセプトで今回のシンポジウムを開催しました。WWFでは、昨年、世界大会で、パートナー

シップを重視していくことを決めました。温暖化対策は新しいビジネスチャンスとなる可能性が高

く、これに真剣に取り組むことが、これからの企業の生き残りにつながる必須条件となることでし

ょう。環境問題は世界共通の課題であり、今後も連携して取り組んでいきたい。なんと言っても日

本で一番影響力のある産業界が率先して取り組んでいただきたいと思います。100日前に批准が進

みそうだというご報告を水野議員から受けました。まず日本が率先して京都議定書を批准しイニシ

アチブを取ってほしいと願います。

5月17日〈気候変動対策と企業の取り組み〉
参加者の所属団体

朝日新聞
アジア航測株式会社
アトピッコハウス株式会社
NHK
NHKエデュケーショナル
株式会社 NTTデータ
株式会社エネルギーフォーラム
株式会社　荏原製作所
株式会社　大石組
大阪産業大学
外務省
片倉工業株式会社
キヤノン株式会社
財団法人休暇村協会
グリーンピースジャパン
コニカ株式会社
佐川急便株式会社
産経新聞
住友スリーエム株式会社
セイミケミカル　株式会社
全国農業新聞
財団法人地球人間環境フォーラム
茅野市　環境市民の会
株式会社TVC山本
電気新聞
東京ガス株式会社

東京電力株式会社
東京都
東洋製罐株式会社
トヨタ自動車株式会社
株式会社ニチメン情報調査研究所
日刊自動車新聞
日経BP社
日産自動車株式会社
日本共産党中央委員会
日本消費経済新聞
日本生活共同組合連合会
日本大学大学院
日本電気株式会社
ネットワーク地球村
パシフィックコンサルタンツ株式会社
東日本運輸興業株式会社
株式会社　日立製作所
ファルコーヴァ・コンサルティング
ふぇみん　婦人民主新聞
富士ゼロックス株式会社
株式会社フジタ
毎日新聞
三菱商事株式会社
読売新聞
ルネサンスボランティア協会

（50音順）



WWFの使命は、次の3つの活動によって、地球の自然環境の悪化を
くいとめ、人類が自然と調和して生きられる未来を築くことです。
◎世界の生物多様性を守る
◎再生可能な自然資源の持続可能な利用が確実に行なわれるように
する

◎環境汚染と浪費的な消費の削減を進める

WWF温暖化防止プログラム

世界自然保護基金ジャパン
(WWFジャパン）
〒105-0014 東京都港区芝3-1-14
日本生命赤羽橋ビル6階
tel: 03-3769-1711，03-3769-3509（直）
fax: 03-3769-1717
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